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１ 各地区における学校給食について              

 各地区においては、学校給食の完全実施を行うために、地域の実態にあわせた調理方式

で提供を始めた経緯があります。その後、機械・設備の老朽化を迎え、衛生面や経費面を

含めて再度検討し、現在の運営方式に至っています。 
 

久

喜

地

区 

昭和２９年 久喜小学校において、単独校調理場方式による完全給食を始める（他

の学校はミルク給食）。 

昭和５２年 保護者から完全給食の実施を望む声が多く寄せられたことから、全国

農協食品株式会社に委託し、全面委託方式により市内全小・中学校へ

提供を始め、現在に至る。 

菖

蒲

地

区 

昭和３３年 菖蒲小学校・三箇小学校・小林小学校・栢間小学校・菖蒲中学校にお

いて、単独校調理場方式による完全給食を順次始める。 

昭和５８年 菖蒲東小学校新設や菖蒲中学校の移転を機に、共同調理場方式により

町内全小・中学校へ提供を始める。 

平成１８年 調理機器・施設等の老朽化、並びに労働環境の改善のために、共同調

理場方式によるドライ方式を採用した菖蒲町立学校給食センターを

新設し、現在に至る。 

栗

橋

地

区 

昭和３３年 小学校において、校名変更や校舎建築にあわせ、単独校調理場方式に

よる完全給食を順次始める。現在の調理場が設置されたのは、栗橋西

小学校は昭和６１年、栗橋小学校（旧栗橋東第二小学校）は昭和５９

年、栗橋南小学校は昭和４４年（現在、栗橋南小学校は鷲宮第２学校

給食センターから給食を提供）である。 

昭和３８年 中学校において、ミルク給食を始める。 

平成 ２ 年 保護者から完全給食の実施を望む声が多く寄せられたことから、「協

同組合 行田福祉センター」に委託し、全面委託方式により町内全中

学校へ提供を始め、現在に至る。 

鷲

宮

地

区 

昭和３７年 鷲宮小学校・桜田小学校において単独校調理場方式による完全給食を

始める。 

昭和４９年 鷲宮町立学校給食センター（現、鷲宮第１学校給食センター）を開設、

共同調理場方式により町内全小・中学校への提供を始める。 

昭和５８年 昭和５７年６月のＪＲ 宇都宮線東鷲宮駅の開業に伴い、町の人口も

急増し始めたことから、鷲宮町立第２学校給食センターを開設し、第

１学校給食センターにおいて小学校４校分を、第２学校給食センター

において中学校２校分の提供を始め、その後、新設された小学校１校

分、中学校１校分が加わり、現在に至る。 

 

Ⅰ 現状と課題 
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２ 久喜市の学校給食施設について               

久喜市の学校給食は、単独校調理場方式（自校方式）２施設、共同調理場方式（センタ

ー方式）３施設、全面委託方式２施設の３方式７施設で全３４小中学校に１日あたり約１

２,０００食を提供しています。 

参考１に示したこれら７つの学校給食施設のうち、「学校給食衛生管理基準」を満たす

ドライシステムを採用し、汚染作業区域と非汚染作業区域が区分され、食品を扱う場所の

温度及び湿度管理が適切に行える空調等を備えた施設は、菖蒲学校給食センター、全国農

協食品株式会社久喜事業所、協同組合行田福祉センターの３施設となっており、残る４施

設については、いずれも築後３０年を経過し、施設・設備の著しい老朽化がみられること

から、早急な対応が必要になっています。 
 

（参考１）各給食施設の状況 

運 

営 

方 

式 

施設名 
築年月 

(築年数) 

提供 

食数 

施設 

形態 

汚染作業 

区域・非 

汚染作業 

区域 

空 

調 

管 

理 

調 

理 

員 

数 

提 供 校 

単 

独 

校 

調 

理 

場 

方 

式 

栗橋西小学校 

調理室 

S61.8 

（30年） 
170/日 ウェット × × 4 栗西小 

栗橋小学校 

調理室 

S59.6 

（32年） 
680/日 ウェット × × 10 栗橋小 

共 

同 

調 

理 

場 

方 

式 

 

菖蒲学校給食 

センター 

H18.4 

（10年） 
1,480/日 ドライ ○ ○ 16 

菖蒲小 小林小 

三箇小 栢間小 

菖東小 菖蒲中 

菖南中 

鷲宮第１学校 

給食センター 

S49.5 

（42年） 
2,340/日 ウェット × × 

30 

鷲宮小 桜田小 

上内小 砂原小 

東鷲小 

鷲宮第２学校 

給食センター 

S58.5 

（33年） 
1,610/日 ウェット × × 

鷲宮中 鷲東中 

鷲西中 栗南小 

全 

面 

委 

託 

方 

式 

 

全国農協食品 

株式会社 

久喜事業所 

S52.9 

（39年） 
4,980/日 ドライ ○ ○ 45 

久喜小 太田小  

江一小 江二小  

清久小 本町小  

青葉小 青毛小  

久東小 久北小  

久喜中 久南中 

久東中 太東中 

協同組合 

行田福祉 

センター 

H2.1 

（27年） 
810/日 ドライ ○ ○ 7 栗東中 栗西中 
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３ 学校給食施設の現状について                

市が管理する鷲宮第１学校給食センター、鷲宮第２学校給食センター、栗橋西小学校調 

理室、栗橋小学校調理室、菖蒲学校給食センターの計５施設について現状の調査を実施し 

ました。 

 

（１）鷲宮第１学校給食センター 

○施設の老朽化や熱の影響により塗床の剥がれやひび割れが各所に見られる。 

床のひび割れには食材屑などが詰まる可能性が高く、改善が求められる。 

また、ウェット方式の厨房のため、雑菌の繁殖に注意が必要である。 

○露出配管や吊り下げ式の照明、むき出しのダクトやフードに埃溜まりができや 

 すい構造になっており、溜まった埃が落下する可能性がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）鷲宮第２学校給食センター 

○調味料庫の壁に大きな亀裂が確認できた。割れた破片などが散る可能性がある。 

○梁や照明、露出配管、フードやダクトに埃溜まりができやすい構造になっている。 

老朽化により床にひび割れがある。調理シンクと器具洗浄シンクが兼用になっ 

ている。ドライ仕様でなく、水がこぼれ易い構造になっている。一部では食材 

取扱い高さ６０ｃｍ以上を守れていない受台もある。 

○保健所立入検査時にも、床や天井の補修を行うように指摘され、改善を求めら 

 れている。             
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（３）栗橋西小学校調理室 

○老朽化が進み、床のひび割れが広範囲で確認できる。ひび割れに食材屑などが 

 詰まったりする恐れがあり、改善が求められる。また、ウェット方式の厨房の 

ため、雑菌の繁殖に注意が必要である。 

○配管設備の老朽化が進み、シンク排水管からの水漏れも発生している。 

○保健所立入検査時にも「床の剥がれや壁の剥がれ・割れ」を指摘され、改善を 

 求められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）栗橋小学校調理室 

○配管の劣化、立上位置の床のひび割れが各所で確認できる。 

○配膳ワゴンの衝突により、壁のタイルが割れているのが確認できた。応急処置 

してあるが、さらに劣化すると破片が落下する可能性がある。 

○保健所立入検査時にも、床のひび割れを指摘され、改善を求められている。 
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（５）菖蒲学校給食センター 

○所々に床の割れがみられる。床に近い部分の壁が腐食し、隙間ができており、 

 害虫が侵入しやすい状況になっている。 

○洗浄室の天井に、換気不足によるとみられる広範囲のカビが発生している。 

○配送前室は、コンテナの衝突による壁の傷や穴があり、壁紙も一部剥がれて 

いる。 

○カート類の衝突によるとみられる冷蔵庫扉のへこみや傷がある。 

○板金類の劣化による錆の発生が各所でみられる。 

○保健所立入検査時の指摘事項なし。 
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４ 学校給食施設の課題について                

（１）鷲宮第１・第２学校給食センター（直営方式《公設公営》） 

     鷲宮第１学校給食センターは、築後４２年、鷲宮第２学校給食センターは、築後 

３３年を経過しており、両施設とも施設・設備の老朽化が著しく、現在の衛生管理 

基準にも適合していないため、早急な建替えが必要となっています。 

 

（２）栗橋西小学校調理室・栗橋小学校調理室（直営方式《公設民営》） 

     栗橋小学校調理室は、築後３２年、栗橋西小学校調理室は、築後３０年を経過 

しており、両施設とも施設・設備の老朽化が著しく、現在の衛生管理基準にも適 

合していないため、早急な改修が必要となっています。 

 

 （３）全国農協食品株式会社久喜事業所（全面委託方式） 

全国農協食品株式会社久喜事業所は、築後３９年を経過しており、近い将来、 

施設の全面的な改修が必要になると思われます。 

現在と同規模の給食センターとして建替える場合、その費用は、委託料等の形 

で将来的に市が負担することになると考えられます。 

また、「久喜市における学校給食基本方針」において、全面委託方式の調理場に 

ついては、調理業務等の委託を含む直営方式に移行すると明記されておりますの 

で、調理業務等の委託を含む直営方式への移行が求められます。 

 

（４）協同組合行田福祉センター（全面委託方式） 

     行田市からの配送であり、配送時間も長く、市内の給食施設からの配送が望ま 

れます。 

 また、全面委託方式での運営であることから、調理業務等の委託を含む直営方 

式への移行が求められます。 

 

（５）菖蒲学校給食センター（直営方式《公設民営》） 

     築後１０年の施設で、施設としては耐用年数内にありますが、今後数年のうち 

に調理設備の更新が必要となり、更新費用が発生します。 

また、施設も少しずつ傷んできており、今後は建物の修繕費も多く発生してく 

るものと考えられます。 
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１ 施設の整備方針                      

施設の新たな建設や改修に当たっては、児童生徒数の推移、安全性、施設の稼働率、効

率性、給食の配送エリアや、これまでの給食提供の経緯なども考慮し、適正な規模、配置

などを検討した上で、安全・安心な給食を安定的に提供できる施設となるよう計画的かつ

段階的に進める必要があり、以下のような点に配慮します。 
 

（１）学校給食は、学校給食法において学校教育活動の一環として位置づけられており、 

学校給食施設は民間事業者ではなく、久喜市が所有・管理する。 

（２）久喜市の子どもたちに同じような環境のもとで学校給食を提供するために食器だ 

   けでなく、施設や衛生管理も一元的に行う。 

（３）久喜市の子どもたちに学校間で差のない食物アレルギー対応や食育を進める。 

（４）施設の老朽化が進む中で、早期かつ公平に食の安全・安心を確保する。 

（５）食の安全・安心を確保した上で施設の設備費及び維持管理費の節減を図る。 
 

以上から、久喜市における給食実施方式は共同調理場方式に統一することが望ましいと 

考えられます。 

なお、共同調理場方式への統一に際しては、適温給食の提供や献立の多様化、食育の推 

進など、単独校調理場方式の長所を活かした学校給食を提供できるように検討を重ねる必 

要があります。 

 

久喜市における学校給食基本方針 －抜粋－ 
 

４－３ 本市における施設の効率的な運営管理 
（１）安全・安心な施設の運営管理 

現在、市内において実施されている単独校調理場方式、共同調理場方式、全面 
委託方式ともに運営方式には、それぞれメリット、デメリットがありますが、今 
後、施設の老朽化や運営状況、児童生徒数の推移等を考慮しつつ、施設の設備費 
及び維持管理費の節減が図られるよう運営管理を行います。 

       その際、調理場施設の整備に当たっては、次の事項に配慮します。 
       ア ドライシステムへの対応、作業内容等に応じた作業室の区分、適切な調理 
         機器・設備の設置、作業区域内の空調設備の設置など、「学校給食衛生管 

理基準」に準拠した施設設備とします。 
イ 廃棄物の減量など地球環境に配慮した施設設備とします。 
ウ 各調理場は、小・中学校における食に関する指導（食育）を支援する施設 
とします。 

（２）施設の整備方針  
当面は、既存の調理場の有効活用を図りながら給食の提供を進めます。 
老朽化などによる施設の新たな建設や改修に当たっては、児童生徒数の推移、 
安全性、施設の稼働率、効率性、給食の配送エリア等を踏まえ、これまでの給食 
提供の経緯なども考慮し、適正な規模、配置などを検討した上、安全・安心な給 
食を安定的に提供できる施設となるよう計画的かつ段階的に進めます。 
全面委託方式の調理場については、順次、直営方式(調理業務等の委託を含む) 
に移行します。 
なお、建設、改修等による工事期間中については、他調理場からの給食の提供 
を実施するなど、長期にわたる給食提供の停止を伴わないように進めます。 

（３）業務の効率化 
       施設や設備による効率化に加え、「調理業務」「配送業務」「配膳業務」などは、 

積極的に民間企業等の能力を活用し、安定的な提供を図ります。 

 

Ⅱ 施設整備計画 
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２ 建設用地                         

（１）建設用地の条件 

新たな施設の建設用地は以下の条件に配慮して検討します。 

 

【提供食数に適した土地形状・面積】 

食材の荷受から調理・配送にいたる一連の調理工程を効率的に行うには、 

できる限り長方形の形状が望まれます。 

 

【提供校への配送時間】 

「学校給食衛生管理基準」で定める調理終了後２時間以内の喫食及び児童 

     生徒の喫食３０分前までに各提供校の責任者による検食を基本とすると、提 

     供校まで概ね３０分で配送できることが求められます。また、幹線道路への 

     アクセスの利便性も重要となります。 

 

【道路との接道状況】 

食材の配送車両や給食の配送・回収車両が出入りするため、接道する道路 

にはトラックの出入りに適した幅員が求められます。 

 

【水道、下水道、電気等のインフラ】 

学校給食センターでは、調理や洗浄等に、水、電気、ガスなどを使用する 

ことから、上水道、下水道、電気、ガスなどのインフラが整備されている立 

地が望しい。 

 

【周辺の住環境への影響】 

調理中の換気による臭気、給食設備や設備機器からの騒音等、周辺の住環 

境に十分配慮できることが条件と考えられます。 

 

【公有地の活用と用地取得費の抑制】 

市の所有地を最大限に活用し、広大な用地の取得に伴う財政負担を軽減で 

きることが望まれます。 

 

【立地にあたっての法規制】 

      学校給食センターは、建築基準法における「工場」として位置づけられる 

ため、市街化区域では、工業専用地域、工業地域又は準工業地域において建 

築が可能です。 

      また、市街化調整区域では、都市計画法第２９条第１項第３号に規定する 

「公益上必要な建築物」、又は同法第３４条各号のいずれかの開発許可要件に 

該当するものであれば建築が可能です。 
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（２）新学校給食センターの建設用地について 

久喜市の中心部に位置し、最も遠い学校でも３０分程度で配送できるため、学校 

給食衛生管理基準の調理終了後２時間以内の喫食に十分対応できること、上下水道 

や電気等のインフラが既に整備されていること、適切な形状・面積を備えているこ 

と、市有地であり、用地取得費が不要なことなど、建設用地に適した各種条件を備 

えていることから、新たな施設の建設用地は、東京理科大学久喜キャンパス跡地と 

します。 

 

【提供食数に適した土地形状・面積】 

当該地は、長方形の形状をしており、敷地面積も約１２,０００㎡を有してい 

ることから、市内全小・中学校を対象とする１日あたり１２,０００食規模の学 

校給食センターとした場合でも建設が可能です。 

 

【提供校への配送時間】 

当該地は、久喜市のほぼ中心部に位置しており、最も遠い学校でも３０分 

程度で配送でき、学校給食衛生管理基準を満たすことができます。また、県 

道六万部久喜停車場線、県道久喜騎西線、主要地方道川越栗橋線といった幹 

線道路へのアクセスも良好です。 

 

【道路との接道状況】 

当該地は、敷地の２方向に配送トラックの出入りに適した十分な幅員の接道 

が確保されています。 

 

【水道、下水道、電気等のインフラ】 

当該地は、大学跡地を活用するため、上下水道、電気、ガスといったインフ 

ラが整備されています。 

 

【周辺の住環境への影響】 

当該地の北東側は畑、北西側は旧大学校舎、南東側は畑及び薬局、南西側は 

調整池となっており、住宅地には面しておらず、周辺の住環境に配慮できる立 

地と考えられます。 

 

【公有地の活用と用地取得費の抑制】 

当該地は、東京理科大学から無償譲渡された土地であり、用地取得費用は発 

生しません。 

 

【立地にあたっての法規制】 

当該地は、市街化調整区域内に位置していますが、市が設置する学校給食セ 

ンターについては、都市計画法第２９条第１項第３号に規定する「公益上必要 

な建築物」と認められますので、建築が可能です。 
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【東京理科大学久喜キャンパス跡地】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【建設用地と提供校の位置関係】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※東京理科大学久喜キャンパス跡地に新学校給食センターを建設した場合、市内の 
全小・中学校が概ね７.５㎞圏内（直線距離）に入り、最も遠い学校でも３０程度 
で配送が可能となります。 
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３ 施設規模及び調理能力                   

（１）設置方式 

集約化で施設建設及び管理・運営面の双方で財政負担の軽減が図れ、より一元的 

な管理が行えることから、共同調理場方式とし、１施設の整備とします。 

 

（２）施設の規模 

対象エリアを市内全域とし、提供食数は、平成３２年度の児童生徒数 10,586人

に加え、教職員数等を考慮し、１日あたり 12,000食とします。 

 

人口予測（年度別市内児童生徒数）               （単位：人） 

 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 

久喜市全体 11,083 10,968 10,842 10,735 10,586 10,386 10,184 

久喜地区 4,604 4,523 4,441 4,351 4,279 4,157 4,121 

菖蒲地区 1,290 1,284 1,287 1,247 1,204 1,194 1,146 

栗橋地区 2,102 2,018 1,921 1,870 1,814 1,763 1,728 

鷲宮地区 3,087 3,143 3,193 3,267 3,289 3,272 3,189 

※平成３２年度から市内の全小・中学校に給食を提供する施設 

平成２８年度は、教職員等に対して１日あたり約 1,000食の給食を提供しており、平成３２ 

年度における給食提供数は、約 11,600食と見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※縦軸：人数 
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（３）食数及び提供校 

最大調理能力 １２，０００食／日 

対象校 

 

○小学校 ２３校 

久喜小学校、太田小学校、江面第一小学校、江面第二小学校、 

清久小学校、本町小学校、青葉小学校、青毛小学校、 

久喜東小学校、久喜北小学校、菖蒲小学校、小林小学校、 

三箇小学校、栢間小学校、菖蒲東小学校、栗橋西小学校、 

栗橋南小学校、栗橋小学校、鷲宮小学校、桜田小学校、 

上内小学校、砂原小学校、東鷲宮小学校、 

 

○中学校 １１校 

久喜中学校、久喜南中学校、久喜東中学校、太東中学校、 

菖蒲中学校、菖蒲南中学校、栗橋東中学校、栗橋西中学校、 

鷲宮中学校、鷲宮東中学校、鷲宮西中学校 

 

 

（４）献立     ○献立は、リスク分散や食材調達等を考慮し、３献立とします。 

    ○献立内容は、主食（米飯又は麺・パン）、副食（２～３品）、牛乳を基本とし

ます。 

  

（５）衛生管理・リスク分散 

 

 

 

（６）食物アレルギー対応食 

 

 

 

（７）諸室等の要件 

【諸室等の構成】 

 

 

 

【諸室の概要】 
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（８）食器・食缶等  

ア．食器  

 

 

 

イ．食缶等  

 

 

 

ウ．コンテナ  

 

 

 

（９）施設平面 
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４ 配送計画                         
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５ 整備方法・スケジュール                                          

   

 


